
中央社会保険医療協議会等（平成２１年度）について

■中央社会保険医療協議会

○総会（平成２１年１０月３０日）

医療機器の保険適用について

先進医療専門家会議の報告について

薬価調査及び特定保険医療材料価格調査の実施について

その他（第 17 回医療経済実態調査の報告）

※小林理事長が診療報酬基本問題小委員会の委員として選任。

○診療報酬基本問題小委員会（平成２１年１０月３０日）

小児医療等について

病院勤務医の負担軽減について

○薬価専門部会（平成２１年１１月４日）

同一成分の既収載品がある新薬の薬価算定について

後発品のある先発品の薬価改定等について

○診療報酬基本問題小委員会（平成２１年１１月４日）

ＤＰＣについて

病院勤務医の負担軽減について

精神医療について

○診療報酬基本問題小委員会（平成２１年１１月６日）

関係者ヒアリング等について

初・再診療について

※前回運営委員会（平成２１年１０月２６日）以降について記載

〔参 考〕

◇支払側委員から意見書提出「平成 22 年度診療報酬改定に関する要請」
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平成 22 年度診療報酬改定に関する要請

平成 22 年度診療報酬改定にあたって、診療報酬の改定率、改定の基本方針の策定に際しては、

下記のような状況を踏まえ、国民、保険者や関係団体等の医療費を負担する側の意見・考え方

を表明できる機会を設定し、現下の厳しい経済・社会、雇用情勢等を十分に考慮、反映してい

ただくよう強く要請いたします。

記

わが国の経済・社会情勢は、景気や雇用情勢の悪化により、失業率は過去最悪の水準で推移

し、賃金、物価も低下するなど、非常に厳しい状況にあります。

医療保険財政をみると、保険料収入の減少や高齢者医療制度に対する支援金・納付金の過重

な負担等により、健保組合では平成 20 年度決算で 3,060 億円、21 年度予算では 6,100 億円超

と 2年連続の巨額な赤字を計上しております。協会けんぽにおいても、平成 20 年度決算で 2,290

億円の赤字、21 年度も 4,600 億円の赤字が見込まれ、準備金の枯渇が避けられないなど、危機

的な財政状況に直面しております。また、国民健康保険においては、高齢者や低所得者の増加、

昨今の経済状況を背景として失業者の流入等多くの課題を抱えており、市町村は、一般会計か

ら国保特別会計への多額の繰り入れを余儀なくされております。このように、保険者はいずれ

もこれまでにない厳しい財政状況が続いております。

このような経済・社会情勢や国民負担、保険者の財政等を踏まえると、平成 22 年度に診療報

酬が引上げられることは、患者負担や被保険者の保険料負担、医療保険財政等への甚大な影響

が懸念されます。医療保険制度、ひいては国民皆保険制度を安定的に堅持していくという視点

で捉えれば、さらなる保険料負担は極めて厳しく、財源確保、負担の在り方なども含め、家計

負担への影響が避けられない国民に理解、納得が得られるような対応が求められております。

一方、現下の病院勤務医が置かれている疲弊した状況や、産科、小児科、救急医療をはじめ、

医療提供体制の地域格差の拡大など、医療現場の厳しい実態に鑑みると、必要度の高い医療に

対しては大胆かつ重点的な評価を行い、限られた財源を効率的かつ効果的に配分するよう見直

しを図っていくことが不可欠であります。

つきましては、診療報酬の改定率、改定の基本方針の策定に際しては、こうした状況等を十

分に考慮した上で、医療費を負担する側である国民、保険者や関係団体等の意見・考え方を表

明できる機会を設け、意見や実情を是非反映していただくようお願いいたします。


